
令和　７年１０月２７日

世紀東急工業（株）　東京支店

東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号

Ｒ６万世橋管内舗装修繕他工事

自）東京都千代田区神田須田町１丁目　至）東京都千代田区外神田１丁目　他
２箇所

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　２月２０日

　１７１，４３５，０００円（税込み）

＋　３６，２４５，０００円（税込み）

　２０７，６８０，０００円（税込み）

別紙のとおり

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

【万世橋管内地区】工事延長　約２６０ｍ（２箇所）

・舗装工（車道）　約４，０００m2

・遮熱材塗布工　　約２，５００m2

・区画線工　　　　約３，０００ｍ

【虎ノ門地区】工事延長　約３３０ｍ

・舗装工（車道）　約１，１００m2　

・舗装工（歩道）　　　９５０ｍ２

・防護柵工　　　　　　　　　一式

・区画線工　　　　　　約４００ｍ

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



変更契約の内容別紙

１．舗装工（神田地区）

　　現地精査の結果、切削オーバーレイ工、既設舗装遮熱材塗布については、数量精査（減）する。

２．区画線工（神田地区）（春日地区）　現地精査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。

３．仮設工（神田地区）（春日地区）関係機関協議の結果、仮設の区画線が必要となり、仮区画線工を増工する。

４．舗装工（春日地区）

　　交通管理者と協議した結果、分割施工することとなったため、切削オーバーレイ工については、数量精査　

　（増）する。

５．舗装工（虎ノ門地区）

　　前年度工事において、一部工事の取りやめとなった車道舗装を行う必要が生じたため、運搬処理工、切削オー

　バーレイ工（国道）、切削オーバーレイ工（都道）、オーバーレイ工（国道）、オーバーレイ工（都道）を追加

　する。

６．排水構造物工（虎ノ門地区）

　　前年度工事において、一部工事の取りやめとなったＬ型街渠等を行う必要が生じたため、作業土工、側溝工、

　取付管工、集水桝・マンホール工を追加する。

７．縁石工（虎ノ門地区）

　　前年度工事において、一部工事の取りやめとなった歩車道境界ブロックを行う必要が生じたため、縁石工を増

　工する。

８．区画線工（虎ノ門地区）

　　前年度工事において、一部工事の取りやめとなった区画線を行う必要が生じたため、区画線工を追加する。

９．道路付属施設工（虎ノ門地区）

　　前年度工事において、一部工事の取りやめとなった車道照明を行う必要が生じたため、照明工を追加する。

１０．構造物撤去工（虎ノ門地区）

　　１）前年度工事において、一部工事の取りやめとなった車道舗装等の施工により既存構造物の撤去を行う必要

　　　が生じたため、排水構造物撤去工、縁石撤去工、道路照明設備撤去工を追加する。

　　２）上記工種の増工に伴い、運搬処理工を数量精査（増）する。

１１．仮設工（虎ノ門地区）

　　１）関係機関協議の結果、仮設の区画線が必要となり、仮区画線工を増工する。

　　２）舗装工（虎ノ門地区）等の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

１２．工期

　工期は、舗装工（虎ノ門地区）等の増工により、工期を４５日間延長し、令和８年２月２０日までとする。

変　更　理　由
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